
第１５４回簿記検定試験要綱 

 

                              

 

1．日 時 令和２年 2 月 2３日（日）午前８時４0 分開場 

        試験開始 ３級／午前９時  ２級／午後１時 30 分 

２．試 験 場     新庄商工会議所・２階会議室 

３．申込期間 令和元年 12月 1６日（月）～令和 2 年 1月 24 日（金）まで 

       （申込受付は、土日祝日を除く、平日の午前９時～午後５時３０分） 

４．申 込 場 所 新庄商工会議所 

５．試験科目及び程度                

級別 科   目 程     度  

２級 
商業簿記・工業簿記 

（制限時間２時間） 

 高校程度の商業簿記及び工業簿記（原価計算を含む。）を

修得している。 

  5 題以内 

３級 
商業簿記 

（制限時間２時間） 

 商業簿記の基礎的な原理を理解し、（商品売買業におけ

る）記帳、決算等の初歩的な実務を理解している。 

  5 題以内 

6．重複受験 

受験者は､2 つの級を受験することができる。 

7．申込手続 

１）①当所所定の申込書に必要事項を記入の上、受験料を添えて申込下さい。申込書の記入

は受験者本人の自筆に限ります。 

  ②申込書を郵送されるときは、受験料を現金書留で送金してください。また、受験票の

返信のため 84 円切手を同封して下さい。 

  ③インターネットからのお申込も可能です。当所ホームページより｢簿記検定ネット申

込｣へアクセスし、手続きを行って下さい。受験票が試験７日前まで届かない場合は、

当所までご連絡下さい。（期限内に受験料を入金されなかった場合は、無効となりま

すのでご注意下さい。）インターネットでの申込は受験料の他に事務手数料として別

途 550 円をご負担願います。 

  ※受理した申込書、受験料は試験中止等の事情以外は返還いたしません。又、申込後の

変更取消しは認めません。 

申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、受験

者・合格者台帳の作成、合格証書・合格証明書の発行及び検定試験に関する連絡、各種情報

提供の目的にのみ使用いたします。 

２）受験料は、 2 級 4,720 円  3 級 2,850 円   

8．合格発表   

１）３月 9 日（月）新庄商工会議所内掲示板および当所ホームページにて発表します。(合

      新庄商工会議所 

      日本商工会議所 
主 催 



否等についての通知はいたしませんので、個々にご確認下さい。) 

2）試験の採点は各級共通点を１００点とし、得点７０点をもって合格とします。（１級を除

く） 

3）合格証書は、合格発表の１ヵ月後からの交付になります。お手数ですが、順次、お受け

取りに来て下さい。（受け取りの際、受験票をご持参下さい）  

注：合格証書の保存期間は、施行日より 1年間です。合格証書は、再発行致しません。 

4）試験成績については、受験者本人来所のみ開示致します。受験票、身分証明書をご持参

下さい。（電話でのお問合せはお答えできません） 

9．その他 

１）試験について 

 ① 開場は各級とも試験開始時刻２０分前となります。時刻まで試験会場に入場するよう

時間厳守して下さい。 

② 受験するときの持ち物は、受験票、筆記用具(HB または Bの黒鉛筆、シャープペンシ 

ル、消しゴムのみ)、計算器具は、そろばん・電卓(計算機能のものに限る。印刷機能、

メロディー機能、プログラム機能(関数電卓等の多機能な電卓、売価計算・原価計算等

の公式の記憶機能がある電卓)辞書機能、通信機能等があるものは持ち込みできません。

但し、次のようなものはプログラム機能に該当しないのもとして、使用を可とします。

日数計算、時間計算、換算、税計算、検算(音の出ないものに限る)) 

③ 原則として氏名、生年月日、顔写真のいずれも確認できる身分証明書(運転免許証、

パスポート、社員証、学生証等)を持参して下さい。 

④ 試験場においては、試験委員の指示に従って下さい。それに従わない者は、退場させ

ることがあります。 

⑤ 試験中に不正行為があった者は、合格を取り消し、以後の受験を禁止することがあり

ます。 

⑥ 携帯電話などの外部との通信が可能なモバイル機器の使用を禁止します。持っている

人は、必ず電源を切り、カバンにしまってください。アラームを設定している場合

は、解除したうえで、電源を切って下さい。カバンは、机の下や足元に置いて下さ

い。指示に従わず、使用が発覚した場合、身につけていることが分かった場合、試験

時間中に着信音が鳴るなどした場合は、不正行為とみなし退場していただく場合もあ

ります。 

⑦ 試験開始３０分以内及び１０分前は退席できません。 

⑧ 試験問題に関する質問は一切受け付けません。但し、印刷不鮮明のものがあれば試験

官に申し出てください。 

⑨ 退場の際は、解答用紙のみ表を内側にして、机の上におき速やかに退場して下さい。

その際問題用紙はお持ち帰り下さい。 

⑩ 試験の答案は閲覧できません。 

《問い合わせ先》 新庄商工会議所（℡0233-22-6855）  



＊ 本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、受

験者・合格者台帳の作成、合格証書・合格証明書の発行及び検定試験に関する連絡、各種情

報提供の目的にのみ使用いたします。 

＊ 申込書への記入は本人自筆に限ります。 

 

第１５４回簿記検定試験受験申込書 

 

    級 
ふりがな  

氏 

 

名 

 

＊   番 

生 年 月 日 
西暦 

            年     月     日 

連 絡 先 住 所 

（又は学校名） 

 

電 話 番 号 
 

新庄商工会議所御中 
 

上記のとおり受験料を添えて申込致します。 

 

検定試験要項記載の「6．申込手続」を承諾し、受験申し込みいたします。 

 

本人署名                 

 

 

第１５４回簿記検定試験受験票 

    級 
ふりがな  

氏 

 

名 

 

＊   番 

会   場 新 庄 商 工 会 議 所 

 


